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必
ず
チ
ェ
ッ
ク最

低
賃
金
！

大
分
県
最
低
賃
金（
地
域
別
）

（
効
力
発
生
日

平
成
25
年
10
月
20
日
）

　
６
６
４
円

産
業
別
最
低
賃
金

（
効
力
発
生
日

平
成
25
年
12
月
25
日
）

鉄
鋼
業
　
　
　
　
　
８
０
１
円

非
鉄
金
属
製
造
業
　
７
９
３
円

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子

回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情

報
通
信
機
械
器
具
製
造
業 

７
２
３
円

自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業
、

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機

関
製
造
業
　
　
　
　
７
７
３
円

各
種
商
品
小
売
業
　
６
９
７
円

自
動
車
（
新
車
）
小
売
業 

７
３
４
円

　
１
時
間
当
り
の
賃
金
で
す
。

　
適
用
除
外
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問大
分
労
働
局

労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
９
７

−

５
３
６

−

３
２
１
５

石
綿
に
よ
る
疾
病
の

補
償
・
救
済

　
中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発

症
し
、
そ
れ
が
労
働
者
と
し
て

石
綿
ば
く
露
作
業
に
従
事
し
て

い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
労
災
保

険
給
付
や
特
別
遺
族
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿

を
吸
っ
て
か
ら
長
い
年
月
を
経

て
発
症
す
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
す
。
中
皮
腫
な
ど
で
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
が
過
去

に
石
綿
業
務
に
従
事
さ
れ
て
い

た
場
合
に
は
、
労
災
保
険
給
付

等
の
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問大
分
労
働
局

労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

☎
０
９
７

−

５
３
６

−

３
２
１
４

大
分
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
９
７

−

５
３
５

−

１
５
１
１

自
死
遺
族
の
つ
ど
い

　
県
内
で
は
年
間
約
３
０
０
人

前
後
の
方
が
自
ら
命
を
絶
っ
て

い
ま
す
。
ご
遺
族
の
心
の
ケ
ア

を
目
的
と
し
て
、
つ
ど
い
を
開

催
し
ま
す
。

対
象
　
大
切
な
人
を
自
死
で
亡

く
さ
れ
た
ご
遺
族

日
時

３
月
６
日

（木）
午
後
２
時
～
４
時

場
所
　
大
分
県
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
大

分
市
玉
沢
）

内
容
　
参
加
者
の
気
持
ち
の
分

か
ち
合
い
を
し
ま
す

参
加
費
　
無
料

申
込
期
限
　
２
月
26
日

（水）

申
・
問
　
大
分
県
こ
こ
ろ
と
か

ら
だ
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

予
約
・
相
談

☎
０
９
７

−

５
４
１

−

６
２
９
０

自
動
車
の
移
転
登
録
、

抹
消
登
録
は
お
す
み
で
す
か

　
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
に
運
輸
支
局
に
登
録
さ
れ

て
い
る
自
動
車
の
所
有
者
に
、

そ
の
年
度
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
３
月

31
日
ま
で
に
必
ず
大
分
運
輸
支

局（
☎
０
５
０

−

５
５
４
０

−

２
０
８
７
）で
登
録
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
下
取
り
に
出
し
た
り
他
人
に

譲
渡
し
た
と
き（
移
転
登
録
）

・
所
有
者
や
使
用
者
が
死
亡
し

た
と
き
（
移
転
登
録
）

・
使
用
し
な
く
な
っ
た
り
解
体

し
た
と
き
（
抹
消
登
録
）

 

名
義
人
が
住
所
変
更
を
し
た
場

合
は
、
大
分
県
税
事
務
所
自
動

車
税
管
理
局
と
運
輸
支
局
に
変

更
の
届
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問大
分
県
税
事
務
所
自
動
車
管
理
室

☎
０
９
７

−

５
５
２

−

１
１
２
１

障
害
者
就
職
面
接
会

　
障
害
者
の
就
職
の
促
進
を
図

る
た
め
、
障
害
者
と
事
業
主
を

対
象
と
し
た
面
接
会
を
行
い
ま

す
。
参
加
希
望
の
障
害
者
や
事

業
主
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時

２
月
20
日

（木）
　
午
後
２
時

場
所

別
府
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

問国
東
地
域
ふ
る
さ
と

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

☎
０
９
７
８

−

72

−

０
９
５
２

自
衛
官
募
集

募
集
区
分

予
備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技
能
）

申
込
期
限
　
４
月
２
日

（水）

自
衛
隊
幹
部
候
補
生

（
一
般
・
歯
科
・
薬
剤
科
）

申
込
期
限
（
一
般
）

４
月
25
日

（金）

　
応
募
資
格
や
試
験
科
目
等
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
自
衛
隊
大
分
地
方
協
力
本
部

別
府
地
域
事
務
所

☎
０
９
７
７

−

24

−

１
６
４
５

相
談

労
務
・
年
金
相
談

　
商
工
会
は
事
業
所
や
市
民
の

方
を
対
象
に
労
務
・
年
金
相
談

会
を
行
い
ま
す
。（
初
回
無
料
）

日
時
　
２
月
18
日

（火）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所

国
東
市
商
工
会
本
所
及
び

国
見
支
所

相
談
対
応
　
社
会
保
険
労
務
士

※
当
日
の
申
込
み
も
可
能
で
す

申
・
問
　
国
東
市
商
工
会

☎
０
９
７
８

−

72

−

２
０
０
０

２
月
は「
相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
月
間
」で
す

期
間

２
月
１
日

（土）
～
28
日

（金）

（
土
・
日
・
祝
日
は
休
み
）

窓
口
　
各
司
法
書
士
事
務
所

内
容
　
遺
産
分
割
、
遺
言
、
相

続
分
な
ど
相
続
に
ま
つ
わ
る
問

題
と
登
記
手
続

※
期
間
中
の
相
談
は
無
料
で
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
　
大
分
県
司
法
書
士
会

☎
０
９
７

−

５
３
２

−

７
５
７
９

民
事
介
入
暴
力

集
中
相
談
所
の
開
設

　
暴
力
団
等
が
関
係
し
た
被
害

や
不
当
な
要
求
な
ど
の
困
り
事

に
つ
い
て
、
弁
護
士
、
暴
力
団

担
当
警
察
官
及
び
暴
力
追
放
相

談
委
員
が
、
面
接
又
は
電
話
に

よ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。
暴
力
団
が
絡

ん
で
き
た
ら
、
早
い
相
談
が
解

決
の
決
め
手
で
す
！

日
時
　
２
月
20
日

（木）

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所

大
分
市
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

３
０
６
会
議
室

料
金
　
無
料

問
　
暴
力
追
放
大
分
県
民
会
議

☎
０
９
７

−

５
３
８

−

４
７
０
４

求
人
情
報

市
内
で
働
き
ま
せ
ん
か
？

従
業
員
を
募
集
中
で
す

◆
Ｐ
＆
Ｂ
Ｃ
ｏ
ｒ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ（
ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
）
◆
Ｕ
Ｔ
エ

イ
ム
大
分
オ
フ
ィ
ス（
半
導
体
製
造

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
◆
あ
さ
ひ
ク

リ
ニ
ッ
ク（
正
准
看
護
師
）
◆
た
て

わ
き
眼
科（
事
務
職
）
◆
国
見
興

産（
現
場
監
督
・
土
木
作
業
員
・
重

機
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
）
◆
み
ず
き（
障

害
者
施
設
指
導
員
）
◆
国
見
病
院

（
介
護
職
員
・
正
准
看
護
師
）
◆
大

分
の
空
６
３
４（
農
園
管
理
）
◆
テ

ラ
フ
ー
ズ（
菓
子
製
造
員
）
◆
国
東

市
民
病
院（
看
護
助
手
）
◆
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
大
地（
介
護

福
祉
士
・
正
看
護
師
・
理
学
療
法
士
・

看
護
管
理
者
・
看
護
助
手
）
◆
国

東
中
央
福
祉
セ
ン
タ
ー（
介
護
支

援
専
門
員
）
◆
山
口
水
道
工
業（
さ

く
井
工
）
◆
国
東
市
役
所（
保
育

士
・
児
童
厚
生
員
）
◆
く
に
さ
き

エ
コ
シ
ス
テ
ム（
ゴ
ミ
収
集
と
し
尿

の
汲
み
取
り
・
浄
化
槽
の
巡
回
点

検
）
◆
テ
オ
リ
ッ
ク（
金
型
部
品
の

営
業
）
◆
い
こ
い
の
村
国
東（
フ
ロ

ン
ト
・
事
務
）
◆
安
部（
農
作
業
及

び
管
理
業
務
）
◆
財
前
組（
舗
装

管
理
技
士
）
◆
む
さ
し
整
形
外
科

医
院（
診
療
放
射
線
技
師
・
栄
養
士
・

介
護
福
祉
士
）
◆
犬
の
ホ
テ
ル
＆

美
容
Ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ（
ト
リ
マ
ー
）
◆

秀
渓
園（
支
援
員
・
事
務
員
）
◆
ミ

ナ
ミ
ダ（
機
械
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
）
◆

京
製
メ
ッ
ク（
組
立
技
術
者
・
電
気

配
線
技
術
者
）
◆
徳
丸
綜
合
建
設

（
バ
ッ
ク
ホ
ー
運
転
手
）
◆
ウ
エ
ル

ハ
ウ
ス
し
ら
さ
ぎ（
介
護
職
員
）
◆

杵
築
国
東
合
同
タ
ク
シ
ー（
タ
ク

シ
ー
運
転
手
）◆
パ
ス
カ
ル
大
分（
一

般
事
務
及
び
生
産
管
理
事
務
・
精

密
機
器
組
立
）
◆
安
岐
モ
ー
タ
ー

ス（
自
動
車
整
備
工
）
◆
安
岐
の
郷

（
調
理
員
・
介
護
職
）
◆
栗
林
興
業

（
建
設
作
業
員
）
◆
徳
丸
造
園
緑

地（
普
通
作
業
員
）
◆
宮
迫
建
設（
一

般
土
木
作
業
員
）
◆
航
空
保
安
協

会（
空
港
消
防
・
救
急
対
応
業
務
）

◆
エ
ア
ポ
ー
ト
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー

（
タ
ク
シ
ー
乗
務
員
）
◆
辯
天
樹

器（
成
形
工
）

　
以
上
の
求
人
は
１
月
20
日
現

在
の
国
東
市
関
係
の
一
部
で
す
。

問
い
合
わ
せ

別
府
公
共
職
業
安
定
所
　

　
国
東
地
域
ふ
る
さ
と

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

国
東
町
鶴
川
１
３
３
４

☎
０
９
７
８

−

72

−

０
９
５
２

税務署からのお知らせ
国税庁ホームページの
「確定申告書作成コーナー」及び
e-Tax をご利用ください！

●確定申告書等作成コーナーでは、画
面の案内に従って金額等を入力する
ことにより、次の帳票を作成するこ
とができます。
 ・ 所得税及び復興特別所得税の確定申
告書
 ・ 青色申告決算書・収支内訳書
 ・ 消費税及び地方消費税の確定申告書
 ・ 贈与税の申告書　等
●作成した確定申告書等は印刷して郵
送等により提出することができます。

●e-Taxで送信する場合には、事前に
電子証明書やICカードリーダ等の準
備が必要です（電子証明書の有効期
限は、発行日から3年です。期限間
近の方や既に期限を過ぎている方に
ついては、市町村の、窓口での更新
手続きが必要です。）。

問　別府税務署　☎0977－23－2111
（自動音声案内に従い、「２」を選択してください。)

確定申告www.nta.go.jp

確定申告書等作成コーナー

申告書等を作成

印刷して郵送等で申告

又は

e-Taxで送信

〈広告〉

097-538-5657
0120-615-212

COCO塾インフォメーションセンター大分

COCO塾ジュニアではご自宅を教室にして子
どもたちに英語を教えていただけるホームイン
ストラクターを募集しています。まずはお気軽
に説明会にご参加ください。

中津会場  2月24日（月） ：ニチイ中津教室 (ゆめタウン中津2Ｆ)
国東会場  2月26日（水） ：アストくにさき 小会議室
別府会場  3月 8日（土） ：ニチイ別府教室 （トキハ別府店4Ｆ）
＊中津会場・国東会場は、14：00～15：30／別府会場は、13：00～14：30  要予約

請求番号：B342　

【平日10：00～19：00】

【24時間受付中】


